
[為 0028-03] 

 

お客様 各位 

株式会社アイネット証券 

〒100-6224 東京都千代田区丸の内 1-11-1 

関東財務局長（金商）第 11 号 

一般社団法人 金融先物取引業協会 会員番号 1158 

一般社団法人 資産運用業協会 会員番号 012-02238 

 

金融商品取引法施行に伴う特定投資家制度に係る重要なお知らせ 

 

◇ 平成 19 年 9 月 30 日から、金融商品取引法が施行されております。金融商品取引法では、そ

の知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に

区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られております。 

○「特定投資家」とは、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家がここに分類され、

金融商品取引法上の行為規制（当社側の行為についての規制）の一部が除外されることにな

ります。 

○「一般投資家」とは、個人投資家を始めとした投資家がここに分類され、金融商品取引法上

の行為規制を受けることになります。 

「特定投資家」と「一般投資家」の区分 

 お客様  区分 

① 
適格機関投資家等（一定の金融機関、

国、日本銀行等）のお客様 

 
常に「特定投資家」に区分されます。 

（一般投資家への移行はできません。） 

② 

特殊法人・独立行政法人、上場会社、

資本金５億円以上の株式会社等の法人

のお客様 ※ 

 「特定投資家」に区分されますが、お客

様のお申出により、「一般投資家」への

移行が可能です。 

③ 
上記①、②以外の法人のお客様 

一定の要件を満たす個人のお客様 

 「一般投資家」に区分されますが、お客

様のお申出により、「特定投資家」への

移行が可能です。 

④ 上記③以外の個人のお客様 

 
常に「一般投資家」に区分されます。 

（特定投資家への移行はできません。） 

※ 上記の分類②には、詳しくは、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人（特殊法人および独立行政法

人）、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特

定目的会社、上場会社、資本金５億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者（適格機関投資家を除く。）、

適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当することとされております。 
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◇「特定投資家」に適用されない金融商品取引法上の行為規制について 

特定投資家は、金融商品取引業者等に課せられる金融商品取引法上の行為規制全般の適用を

受ける一般投資家とは異なり、特例的な取扱いとして、金融商品取引法に定める「広告等の規

制」、「取引態様の事前明示義務」、「契約締結前書面・契約締結時書面の交付義務」、「適合性の

原則」など、同法第 45 条各号に掲げる規定は適用されません。 

なお、特定投資家についても、「顧客に対する誠実公正義務」、「虚偽告知の禁止」、「断定的判

断の提供等の禁止」、「損失補てん等の禁止」などの行為規制は、適用されます。 

※ 「特定投資家」が適用されない金融商品取引法上の行為規制については、別紙「特定投資家に適用されない行為規制につ

いて」をご覧ください。 

 

◇ 一般投資家への移行について 

 お客様が、特定投資家には本来適用されない金融商品取引法上の行為規制の適用を希望され

る場合には、同法第 34 条の２第 1 項の規定により、当社にお申出いただくことで一般投資家に

移行し、一般投資家と同じ取扱いを受けることができます。 

 一般投資家への移行を希望されるお客様は、お手数ですがアイネットＦＸカスタマーサポー

ト（フリーダイヤル 0120－916－707）までお申出くださいますようお願い申し上げます。なお

当社では「特定投資家」の方に対しても「一般投資家」と同等のサービス内容で口座を提供さ

せていただきます。当社での取引サービスにおいて「特定投資家」と「一般投資家」の相違は

ございませんので、書面のご提出を頂戴しなくとも取引環境・サービスが変更となることはご

ざいません。（金融商品取引法による法令要件を除く） 

 

◇ 株式会社のお客様へ（資本金変動時のご連絡のお願い） 

 現在、資本金５億円以上の株式会社で特定投資家に該当するお客様が、将来、減資により資

本金が５億円未満となった場合には、一般投資家として取り扱われることになります。（適格機

関投資家、特殊法人、上場会社、金融商品取引業者及び適格機関投資家等特例業務届出者に該

当するお客様は除きます。） 

 資本金の変動の際には、当社アイネットＦＸカスタマーサポート（フリーダイヤル 0120－916

－707）までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

以上につきまして、ご不明な点等がございましたら、当社担当者までお問合せください。 

 

以  上 
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「特定投資家」に適用されない行為規制について 

（金融商品取引法第 45条各号に掲げる規定） 

 

＜一般的規制＞ 

○ 広告等の規制（法第 37条） 

 金融商品取引業者等は、広告等について、所定の方法によりリスクや手数料の額等を明瞭

かつ正確に表示しなければならない。また、利益の見込み等について、著しく事実に相違し、

又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 

○ 取引態様の事前明示義務（法第 37条の２） 

 金融商品取引業者等は、お客様から有価証券の売買等の注文を受けたときは、あらかじめ、

自己がその相手方となって取引を成立させるのか、又は取次ぎ等により取引を成立させるの

か、その別を明らかにしなければならない。 

○ 契約締結前の書面交付（法第 37条の３） 

 金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等を行うときは、あらかじめ、取引の概要、リ

スク及び手数料等を記載した書面を交付しなければならない。 

○ 契約締結時の書面交付（法第 37条の４） 

 金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等が成立したときは、遅滞なく、取引等の内容

を記載した書面を交付しなければならない。 

○ 適合性の原則（法第 40条第 1号） 

 金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等について、お客様の知識、経験、財産の状況

及び取引等の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い、投資者保護に欠けることのな

いようにしなければならない。 

○ 最良執行方針等記載書面の事前交付義務（法第 40条の２第 4項） 

 金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等に関するお客様の注文について、最良の取引

の条件で執行するための方針及び方法を定め、その注文を受けようとするときは、あらかじ

め、その方針及び方法等を記載した書面を交付しなければならない。 

○ 顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限（法第 43条の 4） 

 金融商品取引業者等は、お客様から預託を受けた有価証券等を担保に供する場合又は他人

に貸し付ける場合には、お客様から書面による同意を得なければならない。 

 

＜金融先物取引契約関連＞ 

○ 保証金の受領に係る書面の交付（法第 37条の５） 

 金融商品取引業者等は、取引に関して保証金を受領したときは、直ちにその旨を記載した

書面を交付しなければならない。 

○ 不招請勧誘の禁止（法第 38条第 4号） 

 金融商品取引業者等は、取引等の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話

をかけて、取引等の勧誘をしてはならない。 

○ 勧誘受諾意思の確認（法第 38条第 5号） 

 金融商品取引業者等は、取引等の勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思

別 紙 
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の有無を確認することをしないで勧誘してはならない。 

○ 再勧誘の禁止（法第 38条第 6号） 

 金融商品取引業者等は、取引等の勧誘を受けたお客様がその取引等の締結をしない旨の意

思を表示したにもかかわらず、その取引等の勧誘を継続してはならない。 

 

 なお、上記法令は、金融商品取引法の内容を要約・抜粋したものであり、条文そのものではあ

りません。詳細については、金融商品取引法の該当条文等をご参照ください。 

 

 


